
吹田市固定発生源窒素酸化物に係る総量削減指導要領 
 

（趣旨） 
第１条 この要領は、固定発生源に係る窒素酸化物排出総量の削減の指導について必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この要領の用語の意義は、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号。以下「法」という。）の定めるところによる。 
２ 前項に定めるもののほか、この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 対象工場等 市内に設置する別表第１に掲げる窒素酸化物に係るばい煙発生施設（以下「施設」という。）を設置する工場又は事業場で
あって、当該施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量を別表第２に掲げる方法により重油の量に換算した数量の合
計が１時間当たり１キロリットル以上であるものをいう。 

(2) 対象工場等設置者等 対象工場等を設置し、又は設置しようとする者をいう。 
（指導内容） 
第３条 市長は、対象工場等設置者等に対し、別表第３に定める算式により算出される対象工場等に係る窒素酸化物排出量の許容限度を遵守す
るよう指導する。 

（施設の使用計画の届出） 
第４条 対象工場等設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象工場等のすべての施設の使用計画を市長に届け出るものとす
る。 
(1) 対象工場等を設置しようとするとき（工場又は事業場に施設を設置し、又はその構造若しくは使用の方法を変更することにより対象工

場等となる場合を含む。）。 
(2) この要領の施行の際現に対象工場等を設置しているとき（現に市長の行政指導に基づき施設の使用計画の届出をした場合を除く。）。 
(3) 対象工場等において施設を設置し、又は既に設置している施設の構造若しくは使用の方法若しくは窒素酸化物の処理の方法を変更しよ

うとするとき。 
(4) 対象工場等又はその施設の使用を廃止したとき。 

(5) 施設の承継により新たに対象工場等となったとき、又は対象工場等において一部の施設の承継があったとき。 
２ 前項第１号及び第３号に係る届出は、原則として当該設置等の工事の着工予定日の前日から起算して60日前までに、同項第２号に係る届出
はこの要領の施行後速やかに、同項第４号及び第５号に係る届出は当該施設の使用を廃止した日又は承継があった日から30日以内に、それぞ
れ行うものとする。 

３ 第１項の規定による届出は、窒素酸化物に係るばい煙発生施設使用計画届出書（別記様式）により行うものとする。 
４ 第１項の規定による届出は、法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６号）に基づく施設の設置、使用、変更、
使用の廃止又は承継についての届出と併せて行うものとする。 



５ 第１項の規定により提出する書類の部数は、正本１部及び写し１部とする。 
（窒素酸化物排出量の把握） 
第５条 対象工場等設置者等は、大気汚染防止法施行規則（昭和46年      令第１号）第７条の５第２項に規定する測定方法により当該
対象工場等の施設に係る窒素酸化物排出量の把握に努めるものとする。 

２ 市長は、前項の窒素酸化物排出量について報告を求めることがある。 
   附則 
 この要領は、平成22年７月１日から施行する。 

附則 
この要領は、平成24年７月20日から施行する。 

附則 
この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 
この要領は、令和４年１２月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

項 施設の種類 規模又は能力 

重油の量へ
の換算を原
料の量によ
り行う施設 

備考 

１ ボイラー（熱風ボイラーを含み、
熱源として電気又は廃熱のみを

使用するものを除く。） 

燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間
当たり50リットル以上であること。 

－ 令別表第１の１の項に掲げる施設 

２ 水性ガス又は油ガスの発生の用
に供するガス発生炉及び加熱炉 

原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が
１日当たり20トン以上又はバーナーの燃料の燃焼能
力を重油の量に換算した数量が１時間当たり50リッ
トル以上であること。 

－ 令別表第１の２の項に掲げる施設 

３ 金属の精錬又は無機化学工業品
の製造の用に供する焙焼炉、焼結
炉（ペレット焼成炉を含む。）及

びか焼炉（28の項に掲げるものを
除く。） 

原料の処理能力が１時間当たり１トン以上であるこ
と。 

焙焼炉（施設
の運転時に
燃料を継続
し、かつ、安
定して使用
するものを
除く。）及び
焼結炉 

令別表第１の３の項に掲げる施設 

４ 金属の精錬又は無機化学工業品
の製造の用に供する焙焼炉（銅、
鉛又は亜鉛の精錬の用に供する
ものを除く。）、焼結炉（ペレッ
ト焼成炉を含み、銅、鉛又は亜鉛
の精錬の用に供するものを除

く。）及びか焼炉 

原料の処理能力が１時間当たり１トン未満であるこ
と。 

大阪府生活環境の保全等に関する
条例施行規則（平成６年大阪府規
則第81号。以下「規則」という。）
別表第３第１号の表４の項から６
の項まで及び14の項から16の項ま
でに掲げる施設 



５ 金属の精錬の用に供する溶鉱炉
（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉
及び平炉（28の項に掲げるものを
除く。） 

原料の処理能力が１時間当たり１トン以上であるこ
と。 

転炉及び平
炉 

令別表第１の４の項に掲げる施設 

６ 金属の精製又は鋳造の用に供す
る溶解炉（こしき炉並びに28の項

及び34の項から36の項までに掲
げるものを除く。） 

火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。以下同
じ。）が１平方メートル以上若しくは羽口面の断面

積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれ
た部分の水平断面積をいう。以下同じ。）が0.5平方
メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力を重油
の量に換算した数量が１時間当たり50リットル以上
若しくは変圧器の定格容量が200キロボルトアンペ
ア以上であること。 

－ 令別表第１の５の項に掲げる施設 

７ 金属の精錬又は鋳造の用に供す
る溶解炉（こしき炉、銅、鉛若し

くは亜鉛の精錬、鉛の第二次精錬
（鉛合金の製造を含む。）、鉛の
管、板若しくは線の製造又は鉛蓄
電池の製造の用に供する溶解炉
並びに鉛系顔料の製造の用に供
する溶解炉及び反射炉を除く。） 

火格子面積が0.5平方メートル以上１平方メートル
未満若しくは羽口面の断面積が0.5平方メートル未

満又はバーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換算
した数量が１時間当たり30リットル以上50リットル
未満若しくは変圧器の定格容量が100キロボルトア
ンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。 

－ 規則別表第３第１号の表17の項に
掲げる施設 

８ 金属の製錬又は合金の製造に供
する溶解炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上又はバーナーの
燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間

当たり30リットル以上若しくは変圧器の定格容量が
100キロボルトアンペア以上であること。 

－ 規則別表第３第１号の表18の項に
掲げる施設 

９ 金属の鍛造若しくは圧延又は金
属若しくは金属製品の熱処理の
用に供する加熱炉 

火格子面積が１平方メートル以上若しくは羽口面の
断面積が0.5平方メートル以上又はバーナーの燃料
の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間当た
り50リットル以上若しくは変圧器の定格容量が200

キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の６の項に掲げる施設 



10 金属の鍛造若しくは圧延又は金
属若しくは金属製品の熱処理の
用に供する加熱炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上１平方メートル
未満又はバーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換
算した数量が１時間当たり30リットル以上50リット
ル未満若しくは変圧器の定格容量が100キロボルト
アンペア以上200キロボルトアンペア未満であるこ
と。 

－ 規則別表第３第１号の表19の項に
掲げる施設 

11 金属若しくは金属製品の溶融め

っきの用に供する加熱炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上又はバーナーの

燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間
当たり30リットル以上若しくは変圧器の定格容量が
100キロボルトアンペア以上であること。 

－ 規則別表第３第１号の表20の項に

掲げる施設 

12 石油製品、石油化学製品又はコー
ルタール製品の製造の用に供す
る加熱炉 

火格子面積が１平方メートル以上若しくは羽口面の
断面積が0.5平方メートル以上又はバーナーの燃料
の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間当た
り50リットル以上若しくは変圧器の定格容量が200
キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の７の項に掲げる施設 

13 石油の精製の用に供する流動接
触分解装置のうち触媒再生塔 

触媒に附着する炭素の燃焼能力が１時間当たり200
キログラム以上であること。 

触媒再生塔 令別表第１の８の項に掲げる施設 

14 石油ガス洗浄装置に附属する硫
黄回収装置のうち燃焼炉 

バーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数
量が１時間当たり６リットル以上であること。 

－ 令別表第１の８の２の項に掲げる
施設 

15 窯業製品の製造の用に供する焼
成炉及び溶融炉 

火格子面積が１平方メートル以上又はバーナーの燃
料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間当
たり50リットル以上若しくは変圧器の定格容量が
200キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の９の項に掲げる施設 

16 
 
 
 
 
 

窯業製品の製造の用に供する焼
成炉及び溶融炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上１平方メートル
未満又はバーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換
算した数量が１時間当たり30リットル以上50リット
ル未満若しくは変圧器の定格容量が100キロボルト
アンペア以上200キロボルトアンペア未満であるこ
と。 

－ 規則別表第３第１号の表11の項及
び12の項に掲げる施設 



17 窯業製品の製造の用に供する加
熱炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上又はバーナーの
燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間
当たり30リットル以上若しくは変圧器の定格容量が
100キロボルトアンペア以上であること。 

－ 規則別表第３第１号の表13の項に
掲げる施設 

18 無機化学工業品又は食料品の製
造の用に供する反応炉（カーボン
ブラック製造用燃焼装置を含

む。）及び直火炉（36の項に掲げ
るものを除く。） 

火格子面積が１平方メートル以上又はバーナーの燃
料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間当
たり50リットル以上若しくは変圧器の定格容量が

200キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の10の項に掲げる施設 

19 無機化学工業品又は食料品の製
造の用に供する反応炉（カーボン
ブラック製造用燃焼装置を含み、
鉛系顔料の製造の用に供するも
のを除く。）及び直火炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上１平方メートル
未満又はバーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換
算した数量が１時間当たり30リットル以上50リット
ル未満若しくは変圧器の定格容量が100キロボルト
アンペア以上200キロボルトアンペア未満であるこ
と。 

－ 規則別表第３第１号の表１の項、
２の項、７の項及び８の項に掲げ
る施設 

20 無機化学工業品又は食料品の製
造の用に供する加熱炉 

火格子面積が0.5平方メートル以上又はバーナーの
燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間
当たり30リットル以上若しくは変圧器の定格容量が
100キロボルトアンペア以上であること。 

－ 規則別表第３第１号の表３の項及
び９の項に掲げる施設 

21 乾燥炉（28の項及び33の項に掲げ
るものを除く。） 

火格子面積が１平方メートル以上又はバーナーの燃
料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間当
たり50リットル以上若しくは変圧器の定格容量が
200キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の11の項に掲げる施設 

22 乾燥炉（銅、鉛又は亜鉛の精錬の
用に供するものを除く。） 

火格子面積が0.5平方メートル以上１平方メートル
未満又はバーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換
算した数量が１時間当たり30リットル以上50リット
ル未満若しくは変圧器の定格容量が100キロボルト
アンペア以上200キロボルトアンペア未満であるこ
と。 

－ 規則別表第３第１号の表23の項に
掲げる施設 



23 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカ
ーバイドの製造の用に供する電
気炉 

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上
であること。 

電気炉 令別表第１の12の項に掲げる施設 

24 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカ
ーバイトの製造の用に供する電
気炉 

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア未満
であること。 

規則別表第３第１号の表10の項及
び21の項に掲げる施設 

25 金属の精製若しくは製錬又は合

金の製造の用に供する電気炉 

（全て） 規則別表第３第１号の表22の項に

掲げる施設  

26 廃棄物焼却炉 火格子面積が２平方メートル以上又は焼却能力が 
１時間当たり200キログラム以上であること。 

廃棄物焼却
炉 

令別表第１の13の項に掲げる施 
設 

27 火格子面積が１平方メートル以上２平方メートル未
満又は焼却能力が１時間当たり100キログラム以上
200キログラム未満であること。 

規則別表第３第１号の表24の項に
掲げる施設 

28 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供す
る焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成

炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反
射炉を含む。）、転炉、溶解炉及
び乾燥炉 

原料の処理能力が１時間当たり0.5トン以上、火格子
面積が0.5平方メートル以上若しくは羽口面断面積

が0.2平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼
能力を重油の量に換算した数量が１時間当たり20リ
ットル以上であること。 

焙焼炉（施設の
運転時に燃料

を継続し、か
つ、安定して使
用するものを
除く。）、焼結
炉及び転炉 

令別表第１の14の項に掲げる施設 

29 カドミウム系顔料又は炭酸カド
ミウムの製造の用に供する乾燥
施設 

容量が0.1立方メートル以上であること。 － 令別表第１の15の項に掲げる施設 

30 活性炭の製造（塩化亜鉛を使用す
るものに限る。）の用に供する反
応炉 

バーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数
量が１時間当たり３リットル以上であること。 

－ 令別表第１の18の項に掲げる施設 



31 化学製品の製造の用に供する塩
化水素反応施設及び塩化水素吸
収施設（塩素ガス又は塩化水素ガ
スを使用するものに限り、28の項
に掲げるもの及び密閉式のもの
を除く。）のうち光ニトロソ化法
によるカプロラクタムの製造の

用に供し、又は亜硝酸ナトリウム
を用いてニトロソ化反応若しく
はジアゾ化反応を行う工程に供
する施設 

原料として使用する塩素の処理能力が１時間当たり
50キログラム以上であること。塩化水素にあっては、
塩素の量に換算すること。 

塩化水素反
応施設及び
塩化水素吸
収施設 

令別表第１の19の項に掲げる施設
のうち光ニトロソ化法によるカプ
ロラクタムの製造の用に供し、又
は亜硝酸ナトリウムを用いてニト
ロソ化反応若しくはジアゾ化反応
を行う工程に供する塩化水素反応
施設及び塩化水素吸収施設 

32 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥
料の製造（原料として燐鉱石を使
用するものに限る。）の用に供す
る焼成炉及び溶解炉 

 

原料として使用する燐鉱石の処理能力が１時間当た
り80キログラム以上又はバーナーの燃料の燃焼能力
を重油の量に換算した数量が１時間当たり50リット
ル以上若しくは変圧器の定格容量が200キロボルト

アンペア以上であること。 

－ 令別表第１の21の項に掲げる施設
のうち焼成炉及び溶解炉 

33 トリポリ燐酸ナトリウムの製造
（原料として燐鉱石を使用する
ものに限る。）の用に供する乾燥
炉及び焼成炉 

原料の処理能力が１時間当たり80キログラム以上、
火格子面積が１平方メートル以上若しくはバーナー
の燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時
間当たり50リットル以上であること。 

－ 令別表第１の23の項に掲げる施設
のうち乾燥炉及び焼成炉 

34 鉛の第二次精錬（鉛合金の製造を
含む。）又は鉛の管、板若しくは
線の製造の用に供する溶解炉 

バーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数
量が１時間当たり10リットル以上又は変圧器の定格
容量が40キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の24の項に掲げる施設 

35 鉛蓄電池の製造の用に供する溶
解炉 

バーナーの燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数
量が１時間当たり４リットル以上又は変圧器の定格
容量が20キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の25の項に掲げる施設 

36 鉛系顔料の製造の用に供する溶
解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施
設 

容量が0.1立方メートル以上又はバーナーの燃料の
燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間当たり
４リットル以上若しくは又は変圧器の定格容量が20
キロボルトアンペア以上であること。 

－ 令別表第１の26の項に掲げる施設 



37 硝酸の製造の用に供する吸収施
設及び濃縮施設 

硝酸を合成し、又は濃縮する能力が１時間当たり100
キログラム以上であること。 

吸収施設及
び濃縮施設 

令別表第１の27の項に掲げる施設
のうち吸収施設及び濃縮施設 

38 コークス炉 
 

原料の処理能力が１日当たり20トン以上であるこ
と。 

－ 令別表第１の28の項に掲げる施設 

39 ガスタービン（非常用施設を除
く。） 

燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間
当たり50リットル以上であること。 

－ 令別表第１の29の項に掲げる施設 

40 ディーゼル機関（非常用施設を除

く） 

－ 令別表第１の30の項に掲げる施設 

41 ガス機関（非常用施設を除く。） 燃料の燃焼能力を重油の量に換算した数量が１時間
当たり35リットル以上であること。 

－ 令別表第１の31の項に掲げる施設 

42 ガソリン機関（非常用施設を除
く。） 

－ 令別表第１の32の項に掲げる施設 

 
別表第２（第２条関係） 

(1) 原料の換算方法 
附表１の原料の種類の欄に掲げる原料の種類ごとにそれぞれ同表の原料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる量に換算す

る。 
(2) 燃料の換算方法 

附表２の燃料の種類の欄に掲げる燃料の種類ごとにそれぞれ同表の燃料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる量に換算す
る。ただし、附表３の施設の種類の欄に掲げる施設において使用される燃料については、附表２により換算した量に当該施設の種類ごとに
それぞれ附表３の係数の欄に掲げる数を乗じるものとする。 

 備考 (1)の方法により換算する施設において使用される燃料については、(2)の方法による換算は要しない。 
 
附表１ 

  原料の種類 原料の量 重油の量 

１ 別表第１の３の項、４の項及び28の項に掲げる焼結炉において用いられる原料 １キログラム 0.23 リットル 

２ 別表第１の13の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料 １リットル 0.023リットル 

３ 
別表第１の23の項及び24の項に掲げる電気炉（アーク炉に限る。)において用い
られる原料 

１キログラム 0.08リットル 



４ 
別表第１の26の項及び27の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却される廃棄物
のうち一般廃棄物 

１キログラム 0.56リットル 

５ 
別表第１の26の項及び27の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却される廃棄物
のうち下水汚泥 

１キログラム 0.28リットル 

６ 
別表第１重油の量への換算を原料の量により行う施設の欄に掲げる施設及び主
たる熱源が電気であるそれ以外の施設において用いられる原料のうち１から５

までに掲げるもの以外のもの 

１キログラム 

原料１キログラムの処理に伴い発生する
窒素酸化物の量と同量の窒素酸化物を排
出する重油の量（重油１リットル当たり

窒素酸化物排出量は、0.00236キログラム
とする。） 

 
附表２ 

  燃料の種類 燃料の量 重油の量 

１ 原油又は軽油 １リットル 0.95リットル 

２ ナフサ又は灯油 １リットル 0.90リットル 

３ 液化天然ガス １キログラム 1.3リットル 

４ 液化石油ガス １キログラム 1.2リットル 

５ 都市ガス（13Ａ） 
１立方メートル（温度零度、圧力１気圧の
状態に換算したもの） 

1.14リットル 

６ １から５まで以外の燃料 
１リットル（固体燃料又は気体燃料にあっ
ては１キログラム） 

重油１リットル当たり発熱量を39,600キロジュールとし、当該
燃料の量１リットル（固体燃料又は気体燃料にあっては、１キ
ログラム）当たり発熱量を重油の量に換算した量 

 
附表３ 

  施設の種類 係数 

１ 別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの 3.5  

２ 別表第１の３の項及び４の項に掲げるか焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの 5.0  

３ 別表第１の15の項及び16の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 5.3  

４ 別表第１の15の項及び16の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの 3.0 

５ 別表第１の15の項及び16の項に掲げる溶融炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの（タンク窯のものに限る。） 18.2 



６ 別表第１の15の項及び16の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するもの（タンク窯のものに限る。） 7.0  

７ 別表第１の38の項に掲げるコークス炉のうち製鉄の用に供するもの（オットー型のものに限る。） 5.5 

８ 別表第１の39の項に掲げるガスタービン 3.0 

９ 別表第１の40の項に掲げるディーゼル機関 20.0 

10 別表第１の41の項に掲げるガス機関 3.0 

11 別表第１の42の項に掲げるガソリン機関 3.0 

 

別表第３（第３条関係） 

工場及び事業場の規模 算式 

原料及び燃料の量を重油の量に換算した数量が１時間当たり２キロリットル以上 Ｑ＝0.6・｛Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)｝0.95 

原料及び燃料の量を重油の量に換算した数量が１時間当たり１キロリットル以上２キロリ
ットル未満 

Ｑ＝0.6・｛Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)｝ 

備考 

１ この表において、Ｑ、Ｃ、Ｃｉ、Ｖ及びＶｉは、それぞれ次の値を表すものとする。 
 Ｑ ： 指導基準（単位：温度零度、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 
 Ｃ ： 工場及び事業場に基準日（附表１に掲げる基準日をいう。以下同じ。）前から設置されている施設について、その種類ごとに附表２に

掲げる係数 
 Ｃｉ： 工場及び事業場に基準日以後に設置されている施設について、その種類ごとに附表２に掲げる施設係数 
 Ｖ ： 工場及び事業場に基準日前から設置されている施設ごとの排出ガス量（単位：温度零度、圧力１気圧の状態に換算した万立方メート

ル毎時） 
 Ｖｉ： 工場及び事業場に基準日以後に設置されている施設ごとの排出ガス量（単位：温度零度、圧力１気圧の状態に換算した万立方メート

ル毎時） 
２ 排出ガス量は、施設（予備の施設（専ら他の施設の使用が停止されている間に、これに替えて使用されるものに限る。）を除く。）を定格能
力で運転する場合の乾き排出ガス量を、排出ガス中の酸素濃度が零パーセントの状態に換算したものとする。 

３ 一の工場又は事業場において、新たな施設の設置に伴い基準日前に設置された施設が廃止される場合における指導基準の適用については、
当該設置に係るすべての施設において算出されるΣ（Ｃ・Ｖｉ）が当該廃止に係るすべての施設において算出されるΣ（Ｃ・Ｖ）を超えない
範囲については、当該設置に係るすべての施設の施設係数ＣｉをＣとみなす。 

 



附表１ 

施設 基準日 

別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のもの 昭和60年９月10日 

別表第１の39の項に掲げるガスタービン及び40の項に掲げるディーゼル機関 昭和63年２月１日 

別表第１の41の項に掲げるガス機関及び42の項に掲げるガソリン機関 平成３年２月１日 

別表第１に掲げる施設のうち前３項に掲げる施設以外の施設 昭和57年11月１日 

 

附表２ 

の
項
番
号

別
表
第
１ 

区
分
番
号 

施設の種類 Ｃ Ｃｉ 

１ 

１ ボ
イ
ラ
ー 

ガスを専焼させるもの  2.5  1.6  

２ 固体燃料を燃焼させるもの  6.5  4.6  

３ 区分番号１及び２に掲げるもの以外の

もの 

排煙脱硫装置を設置するもの（液体燃料を使用するものに限る｡ ） 5.0  3.2  

４ 上記以外のもの 3.1  2.2  

２ 

５ 
ガス発生炉のうち水素の製造に供するもの
（天井バーナー燃焼方式のものに限る。） 

 4.5  3.2  

６ 
区分番号５に掲げるもの以外のガス発生炉
及び加熱炉 

 
3.0 

  
2.1 

  

３ 
４ 

７ 
焙焼炉 

重油煤を原料とするもの 9.5  6.7  

８ 上記以外のもの 2.9  2.0  

９ 焼結炉  11.0  7.7  

10 か
焼
炉 

アルミナの製造の用に供するもの  6.5  4.6  

11 区分番号10に掲げるもの以外のもの  2.0  1.4  

５ 
12 溶鉱炉  2.0  1.4  

13 転炉及び平炉  3.0  2.3  



６ 
７ 
８ 

14 
溶解炉 

合金鋳鉄の製造の用に供する反射炉 5.5  3.9  

15 上記以外のもの 3.0  2.1  

９ 
10 
11 

16 金属加熱炉  3.8  2.7  

12 17 加熱炉  3.0  2.1  

13 18 触媒再生塔  2.5 2.0 

14 19 燃焼炉  1.2  0.8  

15 

16 
17 
 

20 

焼
成
炉 

石灰焼成炉 
ガスを燃焼させるロータリーキルン 14.0  9.8  

21 上記以外のもの 6.0  4.2  

22 セメントの製造の用に供するもの  9.0  6.3  

23 骨材焼成炉  10.0  7.0  

24 
耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用

に供するもの 
 11.0  7.7  

25 

溶
融
炉 

板ガラス又はガラス繊維製品の製造の
用に供するもの 

排煙脱硫装置を設置するもの（液体燃料を使用するものに限る。） 24.0  16.8  

26 上記以外のもの 20.5  14.4  

27 ガラスの製造の用に供するもののうち
区分番号25及び26に掲げるもの以外の
もの 

ホーローフリットの製造の用に供するもの 70.0  49.0  

28 上記以外のもの 22.4  15.7  

 29 
区分番号20から28までに掲げるもの以外の

焼成炉、溶融炉及び加熱炉 
 4.0  2.8  

18 
19 
20 

30 反応炉、直火炉及び加熱炉  3.0  2.1  

21 
22 

31 乾燥炉  3.7  2.6  



23 
24 
25 

32 電気炉  19.0  13.3  

26 
27 

33 
廃棄物焼却炉 

一般廃棄物又は下水汚泥を焼却するもの（昭和57年11月１日以後に
設置されるものに限る。） 

7.0  7.0  

34 上記以外のもの 8.5  7.0  

28 

35 焙焼炉  2.0  1.4  

36 焼結炉  8.5  6.0  

37 溶鉱炉  1.0  0.7  

38 転炉  3.0  2.3  

39 溶解炉  3.0  2.1  

40 乾燥炉  3.0  2.1  

29 41 乾燥施設  3.0  2.1  

30 42 反応炉  3.0  2.5  

31 43 

光ニトロソ化法によるカプロラクタム製造

用等の塩化水素反応施設及び塩化水素吸収
施設 

 
5.0 

  
3.5 

  

32 44 焼成炉  4.0 2.8 

 45 溶解炉  3.0  2.1  

33 46 乾燥炉  3.0  2.1  

 47 焼成炉  4.0  2.8  

34 48 溶解炉  3.0 2.1 

35 49 溶解炉  3.0 2.1 

36 

50 溶解炉  3.0  2.1  

51 反射炉  3.0  2.1  

52 反応炉  3.0  2.5  

53 乾燥施設  3.0  2.1  

37 54 吸収施設及び濃縮施設  2.0  1.6  



38 

55 コ
ー
ク
ス
炉 

製鉄の用に供するオットー型のもの 
昭和57年11月１日以後に設置されたもの 7.0  7.0  

56 上記以外のもの 11.7  7.0  

57 
区分番号55及び56に掲げるもの以外の
もの 

 4.0  2.8  

39 58 ガスタービン  7.0  5.0  

40 59 ディーゼル機関  49.0  40.0  

41 60 ガス機関  7.0  5.0  

42 61 ガソリン機関  7.0  5.0  

備考 この表により難いと市長が認める場合は、市長が別に定めるところによる。

 



別記様式（第４条関係） 

 

窒素酸化物に係るばい煙発生施設使用計画届出書 

 

年  月  日 

吹田市長 宛 

 

届出者 住所 

氏名             

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

吹田市固定発生源窒素酸化物に係る総量削減指導要領第４条の規定により、窒素酸化物に係るば

い煙発生施設の使用計画について、次のとおり届け出ます。 

ふりがな  

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称  

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  

担 当 部 課 名 及 び 電 話 番 号  

窒素酸化物に係るばい煙発生施設の

使用計画 
別紙のとおり 

 

※整理番号  ※受付印 

※受理年月日  

※工場又は事業場番号   

※審査結果   

※備考  

備考 ※の欄には記入しないこと。 

 



別紙 窒素酸化物に係るばい煙発生施設の使用計画 

 

施

設

番

号 

大気

汚染

防止

法施

行令

別表

第１

の項

番号 

施

設

係

数

に

係

る

区

分

番

号 

施設

の種

類 

施設の 

設置年

月日 

原料の

処理能

力又は

燃料の

燃焼能

力 

(kL/h) 

(103 

Nm3/h) 

(t/h) 

使用する原

料及び燃料 

原

料

及

び

燃

料

の

換

算

係

数 

燃

料

の

特

別

の

換

算

係

数 

原料

又は

燃料

使用

量の

重油

換算

値 

Ｗ

NOx 

(kL/

h) 

ＷNOx

に係

る使

用状

況（交

互･予

備･休

止･廃

止） 

単位乾

き排ガ

ス量 

Ｇ0' 

(Nm3/L

) 

(Nm3/k

g) 

(Nm3/N

m3) 

排出

ガス

量 

乾き

定格

Ｏ20%

換算 

(Nm3/

h) 

排出ガス

量 

(104Nm3/h) 

施設係数 許容排出量 施設管理値 

NOx

対

策

の

内

容 

CV+Ci

Viに

係る

使用

状況

（交

互･ 

予備･

休止･

廃止） 

備

考 

種類 

混焼

割合 

(％) 

Ｖ Ｖi Ｃ Ｃi 
Ｃ･

Ｖ 

Ｃi･

Ｖi 

NOx許

容排出

量 

Ｑ 

(Nm3/h) 

N値 

(ppm) 

最大 NOx

排出量 

1/100N(V

+Vi) 

(Nm3/h) 

                    

 

     

                         

                         

                         

                         

合計  K=     L=            

 備考１ 合計には、交互使用の施設のうちＷNOx又はＣ･Ｖ＋Ｃi･Ｖiの小さいもの並びに予備、休止及び廃止の施設は含めないこと。 
２ ＮＯx許容排出量の算定式は次のとおりである。Ｑ＝ｋ･｛Σ(Ｃ･Ｖ)＋Σ(Ｃi･Ｖi)｝L 
３ 施設管理値の N値を変更しようとするときは、当該施設に係る附表を添付すること。 

附表 施設別の窒素酸化物データ整理表 
施設番号  施設の種類  
 

測定年月
日 

ＮＯx対策の内
容 

原料及
び燃料
の種類 

原料及び
燃料の使
用量 

単位 

実測乾
き排出
ガス量 
(Nm3/h) 

実測Ｎ
Ｏx濃度 
(ppm) 
<1> 

実測Ｏ2

濃度 
(％) 
<2> 

負荷 
(％) 

Ｏ20%換算ＮＯx濃度 
(ppm) 

測定法 

           

           

           

           

           

 測定時の状況について記入すること。なお、単位
は原則として次のとおりとする。 
 気体：Nm3/h、液体：L/h、固体：kg/h 

    換算式は原則として次の
とおりとする。 
<1>×21/(21-<2>) 

 

 

負荷-Ｏ20%ＮＯx濃度の特性線図

負荷(％)

O
2
0
%
N
O
x
濃

度
(
p
p
m
)


